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茂田管理者のあいさつ

県立病院改革の第２段階を迎えて

今年の3月31日で第1段階、すなわち「3病院1診療所の廃止

及び移譲と存続病院への集約化」が一応終了しました。この間、

該当した施設の職員の方々の心労は大きなものであったことと

推察します。県立病院としての役目を終えた施設と医療機能の

スムーズな移譲と、長い間関わってきた患者さんを他施設に紹

介するに当たっての心細やかな配慮をして頂いたことに心から

感謝致します。さて、これからは存続する6病院の医療機能を

さらに向上させ、経営の改善を図ってゆくことが、我々に課せられた第2段階の県病

改革であります。

皆さんもよくお解りのことと思いますが、これからの医療経営はますます厳しくな

ることが予想されます。今後もなお引き続いて進むであろう国の医療費抑制政策の下

で、医師数の抑制、病床数の削減、診療報酬の包括払いの促進等の計画が進められる

でしょう。この度、経済財政諮問会議は医療経営の効率化のために、具体的ないくつ

かの項目をあげて推進する計画を提示し国はそれを了承しました。

このような一般情勢の中で病院局としては、外部委員による経営評価委員会、幹部

職員による経営戦略会議を立ち上げて、より具体的な経営改善策を打ち出したいと考

えています。しかし、各病院にはそれぞれの立地自治体の事情に添った経営の在り方

が考えられますので、病院ごとに同様な会議を立ち上げて、より地域住民の意向に近

いかつ健全な経営を図れる方策を模索することを期待します。

いずれにしても我々は、公的病院としての使命を全うしつつ、少し

でも健全経営に近づくように今後とも病院経営について検討・努力を

続けて、それぞれの病院の個性が輝き県民に愛されるものとなるよう

頑張りましょう。

会津統合病院（仮称）

用地買収が完了しました

平成23年度中の開院を目指して整備を進め

ている会津統合病院（仮称）について、先月末、

事業予定地の用地買収が完了いたしました。予

定より若干遅れはしましたが、これにより事業

進捗にも弾みがつくものと考えております。

現在は、建築の基本設計と併せて、造成設計

（敷地の整地、進入路等の設計）を進めており、

また、今年度中には建築の実施設計（建築に係

る詳細な設計）及び造成工事に着手する予定で

す。
統合病院予定地（会津若松市河東町）
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尾形局長のあいさつ

「親切・信頼・進歩」

病院局長 尾形 幹男

この度、病院局勤務を命じられ4月に着任致しました。

病院事業へ従事するのは6年ぶりとなりますが、この間、地方

公営企業法の全部適用事業となったことや、6病院体制になった

ことなど病院事業自体に大きな変化があったほか、医師研修制度

の影響等による医師不足の深刻化や、国の医療費抑制策の強化、

県財政の逼迫化など、病院事業を取り巻く環境も一段と厳しさを

増していることを改めて実感したところです。

また、最近では、政府の経済財政諮問会議において、公立病院の経営構造改革が計

画に盛り込まれるなど、改革を迫る声も以前とは比較にならないほど大きくなってい

ます。

本年3月に策定された、「福島県病院事業経営改善計画」は、これらの時代の変化

に対応し、県立病院が県民に期待される病院として、良質な医療の提供と健全な経営

を実現するための方策が示されたものであり、この計画の推進には、正に県立病院の

存続を懸けた取り組みが求められております。

ところで、標題の『親切・信頼・進歩』は、皆様ご存じの通り、県立病院が法全部

適用となった平成16年度に制定された県立病院基本理念です。ことば自体は一般的

なものですが、県民の視点から県立病院の在り方を示したものであり、

これを実践するためには新しい発想で意識改革を行うことが必要です。

県立病院が、時代に取り残されることなくその使命を果たすためには、

私自身も意識改革を行い、改善計画に取り組むことが、県民の負託に応

える道であると考えています。

皆様の御協力をお願いする次第です。

トピックス

経済財政諮問会議

経済財政諮問会議とは、経済財政政策の企画立案および総合調整を行うことを目的

に内閣府に設置された「重要政策に関する会議」であり、内閣総理大臣又は関係大臣

の諮問に応じ、経済財政政策に関連する重要な事項を調査・審議し、政府に答申・意

見等を提出する合議機関です。

今年の5月１５日の第13回会議では、平成20年度から24年度までの５年間の｢医

療・介護サービスの質向上・効率化プログラム｣について審議が行われ、大筋合意さ

れました。このプログラムには、平均在院日数の短縮、診療報酬の包括払い（DPC）

の促進、公立病院等の果たすべき役割を踏まえた重点化・効率化などが盛り込まれる

見込みです。また、会議では、公立病院の経営の効率化や経営形態の見直しなど、公

立病院改革についての審議も行われ、その結果は上記のプログラムと併せて、｢骨太

の方針2007｣に盛り込まれることが合意されました。

第13回会議の詳細についてはこちらを御覧下さい→ http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2007/0515/agenda.html

～ご意見・ご感想をお寄せください～
親切 信頼 進歩
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